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(公社)上越市シルバー人材センター 

事務局だより第３７号 

＊身近な情報を掲載し、随時発行します。 
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①旧市域対象 
＜高田公園オーレンプラザ周辺＞  
☆内  容 ポイ捨てごみ回収 
☆参加者数 ３８名 

 
②頸北支所対象 
＜柿崎区総合事務所周辺＞  
☆内  容 周辺除草・清掃   
☆参加者数 ２８名 

 

③板倉区域対象 
＜板倉区総合事務所周辺＞  
☆内  容 施設・沿道周辺ごみ回収 
☆参加者数 ２２名 

 
④中郷区域対象(新規) 
＜中郷区総合事務所周辺＞  
☆内  容 敷地周辺除草 
☆参加者数 １４名 

 

  

 

   

   

   

 

 

 

  

        

  

☆8 月の配分金・派遣賃金の振込日は 2５日（火）です☆ 

☆ 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後予定している講習会等について 

今年度は新型コロナウイルス感染症の影響

で、年度当初に予定していた各種行事や講座を

中止せざるを得ない状況になっています。 

こうした状況の中でも、三密の回避など、感

染防止対策を講じることで開催が可能なもの

については、コロナの発生状況を見ながら、出

来る限り実施したいと考えています。 

現在実施を予定しているものは 

右記のとおりです。今後、個別に開 

催の案内をさせていただきます。 

今年度の女性部会の活動については、新型コロナウイルス感染症の影響でこれまで計

画した行事が実施出来ずにいますが、今後、コロナの感染防止対策を講じながら、可能な

範囲でいくつかの行事を実施していきたいと考えています。 

現在、部会として検討している行事は下記の２つになります。開催間近になりましたら

改めて会員の皆さんにご案内させていただきます。 
 

 
   

 

 

 

  

＜高田町屋めぐり＞ ＜迎春用生け花教室＞ 

女性部会の今後の活動について 

＜予定している講習会等＞ 

○ドライビングスクール（２回） 

○マナー講習（派遣就業会員） 

○初心者向け冬囲い講習 

○冬囲い講習（講師：Ｒにいがた） 

○冬囲いレベルアップ講習 

○マナー講習（新入会員等対象） 

○安全就業講習会（２回） 

○交通安全講習（講師：警察署） 

○体力維持講習会（２回） 

○襖張り講習会 

 

 

 

＊高田の街を歩きながら、高田 

小町、小川呉服店、高田世界館、 

旧第四銀行、榊神社を巡る半日 

コースのハイキングです。 

＊コロナ対策として三密を

避けるため、午前、午後

の 2 回に分けて小人数

での開催を予定してい

ます。 

 

 

■開催日：１０月中の火曜日を予定 

 

■開催日：１２月２１日（月） 

本所「会員専用窓口」の利用について（再掲） 

 

事務局だより第36
号でお知らせした
ところですが、コロ
ナ感染症の感染防
止対策の一環とし
て会員専用窓口の
利用を改めてお願
いします。 

2020年6月30日、道路交通法の
一部を改正する法律が施行され、「あ
おり運転（妨害運転）に対する罰則」
が新設されました。 
社会問題になっているあおり運転

に対する罰則には「自転車によるあ
おり運転」も対象に含まれます。 

道路交通法改正！ 危険な 
「あおり運転（妨害運転）」を厳罰化 

コロナ対策にご協力を！ 会員の皆さんもご注意下さい。 
 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1504162965/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3NzamMuanAvcHVibGljL191cGxvYWQvdHlwZTAwNl8yMDFfMS9pbWFnZS9pbWFnZTFfMTQzOTMzNjk5MjEuanBn/RS=%5eADBFFmFlgvsIqshFHvv0eh1EfD.Cio-;_ylt=A2RCMZMVY6ZZSkAAZRCU3uV7


           

 

 

 

    

       

   

 

 

 

 

 

上越市シルバー人材センターのホームページもご覧下さい。 
ＵＲＬ: http://www.joetsu-sjc.jp/ 

 

STOP 熱中症＆コロナ感染拡大 

 

 

 
 ☑夏期の気温・湿度が高い中でマスクを着用すると、熱中症のリスクが高くなるおそれが

あります。このため、屋外で人と十分な距離（少なくとも２ｍ以上）が確保できる場合
には、熱中症のリスクを考慮し、マスクをはずすようにしましょう。 

 

 ☑日頃の体温測定、健康チェックは、新型コロナウイルス感染症だけでなく、熱中症を予防
する上でも有効です。体調が悪いと感じた時は、無理せず自宅で静養するようにしまし
ょう。    「環境省熱中症予防情報サイト」（http://www.wbgt.env.go.jp/ ） 

 ☑新型コロナウイルス感染症を予防するためには、冷房時でも換気扇や窓開放によって
換気を確保する必要があります。この場合、室内温度が高くなるので、熱中症予防の
ためにエアコンの温度設定をこまめに調整しましょう。 

 ☑マスクを着用している場合には、強い負荷の作業や運動は避け、のどが渇いていなく
てもこまめに水分補給を心掛けるようにしましょう。また、周囲の人との距離を十分
にとれる場所で、適宜、マスクをはずして休憩することも必要です。 

 

 

 

「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント（厚労省） 

今年の夏は熱中症の予防に努めながら、併せて、新型コロナウイルス感染症の
感染防止のための行動にも心掛ける必要があります。以下の 4 点を心がけまし
ょう。 

 

  

①会話時はマスクを着用する。  外作業時でも会話するときは着用する。 
②お客様と話す時、近づきすぎない。  感染しない、感染させないがエチケットです。 
③手洗い・咳エチケット励行。  新しいマナーとなりました。厳守です。 

④検温をし、体調管理は万全に。  体調不良時は仕事を休みましょう。 

シルバー人材センター業務で注意すべきこと (以下のマナーを守る必要があります。) 

 


